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１面
冠水被害からの復興と学び
令和７年９月１１日に大雨が降り、とごし銀座商店街の多くの店舗が床上浸水し、道路は川のように水で溢れていました。水害への不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。水害はいつ起きても不思議ではありません。そのため、日頃から住宅を守るための浸水対策を講じておくことが重要です。今回は、水害を防ぐための特集です。
今回地域の大切さ、地域力の強さ、行政とのコミュニケーションの大切さ、仲間りょくの
大切さを痛感しました。
被害が大きかった、とごし銀座商店街のやまむらさんにお話を伺いました。
9月11日改めて地域の大切さに感謝。
その日お昼過ぎまで地下の事務所でパソコンに向い事務作業をしていたところ、15時位より雨音が強くなり急に天井から水が降ってきました。慌てて道路へ出たら、猛烈な雨ですでに冠水が始まっており、慌てて地下へ降り、とりあえず重要書類とパソコンを２階の自宅まで非難させました。結果、地下事務所は膝上まで60㎝の浸水となりました。一旦落ち着いたところで、商店街を確認したところ、まだ商店街は川の状態になっており、とにかく先に地下の排水をしなければと思っていました。そこへ町会の防災部長をはじめ同級生の仲間が駆けつけてくれ、町会のポンプを出動してくれました。おかげで排水は途中でしたが、商店街のまだ冠水している店舗の確認をし、完了次第そちらへポンプを向かわせると同時に、20年前の浸水被害の経験から、これらのごみ処理をどうするか考えました。夜間になっていましたが行政へ連絡を行い、素早く動いていただけたおかげで、翌１２日、一日で商店街のゴミ廃棄物・廃棄機材は処理されました。
２０年前の経験から素早く対応が出来ましたが、近年来られたかたはこれらを知らないので、今後商店街としては雨水対策の周知を行います。
とごし銀座商店街連合会 会長 やまむら 俊雄

２面
水害をもっと身近な問題に。
水防用土のう
どのうとは、土や砂などを詰めた袋のことです。
どのうを積み重ねて並べることで、水の侵入を食い止められたり、玄関が水浸しになるなどの被害を抑えることができます。
設置場所や状況によっては、完全な止水効果を期待できない恐れがありますが、積み方や設置場所を工夫すれば、効果を高められるようになります。
災害時に備えてたくさんのどのうが準備されています。
約10から15kgのどのうが用意されています
どのう設置場所　けいよう公園内
住所　平塚2-12-３
かず　300袋
どのう設置場所　東急池上線ガード上
住所　なかのぶ3-3-4
かず　200袋

３面
水害に遭ったらまずこれをして。
①落ち着いて被害状況を確認し、記録を残す。
まずは慌てず落ち着いて行動しましょう。次に、行政などから様々な支援を受けるため、いえの被害状況を写真撮影しておきましょう。撮影時に心掛けたいのが、外観はなるべく4方向から、浸水した深さが分かるようにメジャーをあてて撮影しましょう。室内の被害状況も忘れずに。
②部屋の片付けと清掃。
安全に作業をするために、長袖シャツ、長ズボンやゴム手袋を装備して作業しましょう。
③公的支援を受けるために必要な手続きを行う。
品川区では、災害状況に応じて被災された方へ、罹災証明の発行、排水ポンプや特別法律相談など随時受付を行っています。
お問い合わせ先　品川区防災課計画担当　電話番号03-5742-6695

止水ばんを活用しましょう。
水の侵入を防ぐ止水板
止水ばん（防水板）とは、豪雨や災害時に建物の中、地下などへ水が流れ込むのを防ぐ板のことをいいます。家の玄関やマンションのエントランス、地下鉄の入り口などに設置して地下に水が流れ込むのを防ぎます。止水ばんを設置することで、浸水による家財道具の損失や、土砂での汚染を防ぐことができます。
[bookmark: _Hlk213772261]品川区では、止水ばん設置等工事助成を行っています。
助成対象、品川区内で止水ばん設置等工事を行う住宅、店舗、事務所等の所有者または使用者
お問い合わせ先　品川区河川下水道課水辺のかかり 電話番号03-5742-6794

４面
年末年始こそ、火の用心
小さな備えが大きな安心に。
荏原消防署 電話番号０３－３７８６－０１１９
年末年始は火災が発生しやすい時期です。
思わぬところで火災につながる場合があります。
①近年、スマートフォンやモバイルバッテリー内に搭載されているリチウムイオン電池関連の火災が多発しています。過去に落下したものや水濡れ、過充電などは発火危険に繋がっています。膨張や変形など異常のある電池は使用をやめましょう。
②不適切な捨て方により清掃車やリサイクル工場での火災も発生しています。品川区では、「陶器・ガラス・金属ごみの日」に「充電池」と表示し、ふくろを別にして出してください。リサイクル協力店の「回収ボックス」や清掃事務所への持込みも可能です。
③住宅火災の早期発見には住宅用火災警報器が有効です。設置することで火災による死者を約３分の１に抑えられています。本体交換は10年が目安です。点検や作動確認を心がけましょう。
また、消火器具を使用した火災では約７割が被害軽減につながっています。家庭に1本「マイ消火器」を備えて、大きな安心に繋げましょう。消防署ではご家庭の防火防災対策として「住まいの防火防災診断」を行っています。この機会にぜひ受けてみませんか？
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